
資料２ 
 

    

当面の取り組みについて当面の取り組みについて当面の取り組みについて当面の取り組みについて    
 
 
 
 

１１１１    当面の取組事項当面の取組事項当面の取組事項当面の取組事項    
      
 
 

当面優先的に取り組む事項は以下のとおりとする。 
 
 

（１）（１）（１）（１）    事業推進部会・評価基準部会による実務上の指針（ガイドライン）案事業推進部会・評価基準部会による実務上の指針（ガイドライン）案事業推進部会・評価基準部会による実務上の指針（ガイドライン）案事業推進部会・評価基準部会による実務上の指針（ガイドライン）案

のとりまとめ・委員会報告のとりまとめ・委員会報告のとりまとめ・委員会報告のとりまとめ・委員会報告    
１）「契約にあたっての留意事項（案）」のとりまとめ１）「契約にあたっての留意事項（案）」のとりまとめ１）「契約にあたっての留意事項（案）」のとりまとめ１）「契約にあたっての留意事項（案）」のとりまとめ    
２）「モニタリングに関するガイドライン（案）」のとりまとめ２）「モニタリングに関するガイドライン（案）」のとりまとめ２）「モニタリングに関するガイドライン（案）」のとりまとめ２）「モニタリングに関するガイドライン（案）」のとりまとめ    

    
    
    
（２）（２）（２）（２）    現行の制度上の課題（運用上の取り扱いの明確化を含む）に関する把現行の制度上の課題（運用上の取り扱いの明確化を含む）に関する把現行の制度上の課題（運用上の取り扱いの明確化を含む）に関する把現行の制度上の課題（運用上の取り扱いの明確化を含む）に関する把

握・実務的調整にかかる委員による指導握・実務的調整にかかる委員による指導握・実務的調整にかかる委員による指導握・実務的調整にかかる委員による指導    
１）１）１）１）    入札プロセスに関する研究入札プロセスに関する研究入札プロセスに関する研究入札プロセスに関する研究    
２）公の施設・公物管理に関する研究２）公の施設・公物管理に関する研究２）公の施設・公物管理に関する研究２）公の施設・公物管理に関する研究 



 
 

２２２２    体制体制体制体制    
      

特に、上記１（１）事業推進部会・評価基準部会による実務上の指針（ガイドラ
イン）案のとりまとめにあたっては、各部会に以下のとおり委員・専門委員が参加
するワーキンググループを設けて、検討作業にあたることとする。 

 
 

契約ＷＧ（事業推進部会に設置） 
 
委    員    ◎前田    博   三井安田法律事務所弁護士 

髙橋  良和   ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰｽﾞ株式会社代表取締役 
 

 
専門委員      阿保 俊司   三井住友海上火災保険株式会社執行役員火災新種保険部長  

井﨑   進   福岡市市長室行政経営推進担当部長 
小澤 一雅   東京大学大学院新領域創成科学研究科助教授 

       広井 友水   株式会社みずほコーポレート銀行プロジェクトファイナンス部長 
       光多  長温   鳥取大学教育地域科学部教授 

美原    融   ＰＦＩ／ＰＰＰ推進協議会ＰＰＰ推進部会長 
宮本  和明   東北大学東北アジア研究センター教授 
山下  公輔   (社)日本経済団体連合会国土･都市政策委員会 PFI 推進部会部会長補佐 

 
           ◎は座長 
 
 
 

モニタリングＷＧ（評価基準部会に設置） 
 

委    員    ◎山内  弘隆   一橋大学大学院商学研究科教授 
奥野  信宏   名古屋大学総長特別補佐 
髙橋  良和   ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰｽﾞ株式会社代表取締役 
 

 
専門委員      中村  玲子   政策研究大学院大学助教授 

三井   清  明治学院大学経済学部教授 
光多  長温   鳥取大学教育地域科学部教授 
美原    融   ＰＦＩ／ＰＰＰ推進協議会ＰＰＰ推進部会長 
宮本  和明   東北大学東北アジア研究センター教授 
森  俊哉   新日本監査法人代表社員 
山代  節   神奈川県総務部担当課長 

 
           ◎は座長   



 
３３３３    スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    
      

平成１４年度末を目途に、上記１（１）の実務上の指針（ガイドライン）案をと
りまとめ、委員会に報告する。 
 また、上記１（２）の２つの研究については、成果に関し適宜適切な段階で報告
を受ける。 
 

 


